
目
　
　
　
次 

則 

規 

示 

告 

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

規

則

○
埼
玉
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則（

駐
車
対
策
課
）

一

告

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変

更
に
係
る
公
告

（
中
央
創
造
）

一

○

〃

（

〃

）

一

○

〃

（
秩
父
創
造
）

二

○
川
越
都
市
計
画
事
業
川
島
イ
ン
タ
ー

チ
ェ
ン
ジ
（
仮
称
）
北
側
地
区
土
地

区
画
整
理
事
業
に
係
る
環
境
影
響
評

価
公
聴
会
の
中
止（

温
暖
化
対
策
課
）

二

○
県
立
学
校
間
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ

ム
構
成
機
器
賃
貸
借
に
関
す
る
落
札

者
等
の
公
示
（
高
校
教
育
指
導
課
）

二

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
公

告

（
飯
能
県
土
）

三

○

〃

（

〃

）

三

○

〃

（

〃

）

三

○
選
挙
管
理
委
員
会
の
招
集

（
選

管

委
）

三

埼
玉
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
１９
年
９
月
１８
日

埼
玉
県
公
安
委
員
会
委
員
長
由
木
義
文

埼
玉
県
公
安
委
員
会
規
則
第
１２
号

埼
玉
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

埼
玉
県
道
路
交
通
法
施
行
細
則
（
昭
和
４１
年
埼
玉
県
公
安
委
員
会
規
則
第
２
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
第
８
の
３
中
「
第
１１９
条
の
３
第
１
項
第
３
号
」
を「
第
１１９
条
の
２
第
１
項
第
３
号
」

に
改
め
る
。
附
則

こ
の
規
則
は
、
平
成
１９
年
９
月
１９
日
か
ら
施
行
す
る
。

埼 玉県発行

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
八
十
八
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定

非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書

が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
す
る
。

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並

び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年

度
及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支

予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
総

務
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
中
央
地

域
創
造
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並

び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼

玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://
w
w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
九
月
三
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
北
本
た
ん
ぽ
ぽ
の

会
三

代
表
者
の
氏
名

田
中

百
枝

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
北
本
市
高
尾
一
丁
目
一
一
二
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

（
変
更
前
）
こ
の
法
人
は
、
障
害
者
が
生

ま
れ
育
っ
た
地
域
で
社
会
的
自
立
を
確
立
す

る
た
め
に
、
生
活
ホ
ー
ム
の
設
立
と
運
営
及

び
支
援
を
行
い
、
社
会
福
祉
の
増
進
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
変
更
後
）
こ
の
法
人
は
、
障
害
者
が
生

ま
れ
育
っ
た
地
域
で
社
会
的
自
立
を
確
立
す

る
た
め
に
、
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
（
ケ
ア
ホ
ー

ム
）
の
設
立
と
運
営
及
び
支
援
を
行
い
、
社

会
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
八
十
九
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定

非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書

－１－

第����号平成��年�月��日（火曜日）
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が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
す
る
。

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並

び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年

度
及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支

予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
総

務
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
中
央
地

域
創
造
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並

び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼

玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://
w
w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
九
月
十
一
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
埼
玉
こ
こ
ろ
の
か

け
橋

三

代
表
者
の
氏
名

川
上

幸
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
南
区
太
田
窪
五
丁
目

七
番
五
号
コ
ー
ポ
太
田
窪
二
一
〇
号
室

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
看
護
師
や
介
護
福
祉
士
、

訪
問
介
護
員
、
そ
の
他
資
格
者
、
そ
し
て
一

般
市
民
な
ど
を
対
象
と
し
て
、
職
場
や
家
庭

の
中
で
発
生
す
る
「
こ
こ
ろ
」
の
問
題
を
解

決
す
る
手
段
と
し
て
の
心
理
学
講
座
を
開
催

す
る
。
次
に
、
様
々
な
障
害
者
や
高
齢
者
と

そ
の
家
族
に
対
し
て
精
神
的
な
援
助
や
家
事

援
助
、
介
護
支
援
を
行
う
。
そ
し
て
、
そ
の

活
動
を
行
う
中
で
障
害
者
と
高
齢
者
の
社
会

参
加
と
社
会
復
帰
、
社
会
進
出
も
積
極
的
に

支
援
し
て
い
く
。

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
九
十
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律

第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り

定
款
の
変
更
の
認
証
を
受
け
よ
う
と
す
る
特
定

非
営
利
活
動
法
人
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書

が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て

準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
す
る
。

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
変
更
後
の
定
款
並

び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年

度
及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支

予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
総

務
部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
秩
父
地

域
創
造
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並

び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉

県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http

://
w
w
w
.saitam

aken-npo.net/

））に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
九
月
十
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名

称
特
定
非
営
利
活
動
法
人

秩
父
音
楽
祭

三

代
表
者
の
氏
名

宮
前
洋
一

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

埼
玉
県
秩
父
市
本
町
三
番
三
号

ち
ち
ぶ

び
い
ど
ろ
美
術
館
内

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
住
民
、
行
政
、
団
体
な
ど

と
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
も
と
住
民
が
主

体
と
な
っ
た
文
化
活
動
と
ま
ち
づ
く
り
を
推

進
し
、
文
化
振
興
並
び
に
ま
ち
の
活
性
化
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
九
十
一
号

埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
（
平

成
七
年
埼
玉
県
規
則
第
九
十
八
号
）
第
十
六
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
九
年
埼
玉
県

告
示
第
千
三
百
十
六
号
（
川
越
都
市
計
画
事
業

川
島
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン
ジ
（
仮
称
）
北
側
地
区

土
地
区
画
整
理
事
業
に
係
る
環
境
影
響
評
価
公

聴
会
の
開
催
に
つ
い
て
）
に
よ
り
公
告
し
た
次

の
公
聴
会
の
開
催
を
中
止
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

一

件
名

川
越
都
市
計
画
事
業
川
島
イ
ン
タ
ー
チ
ェ

ン
ジ
（
仮
称
）
北
側
地
区
土
地
区
画
整
理
事

業
に
係
る
環
境
影
響
評
価
公
聴
会

二

事
業
者
及
び
都
市
計
画
決
定
権
者
の
名
称
、

代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
川
島
町
長

高
田
康
男

埼
玉
県
比
企
郡
川
島
町
大
字
平
沼
一
一
七

五
番
地

三

中
止
の
理
由

公
述
の
申
出
が
な
か
っ
た
た
め

埼
玉
県
告
示
第
千
三
百
九
十
二
号

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定

の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を

決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
十
八
日

埼
玉
県
知
事

上

田

清

司

１
購
入
等
件
名
及
び
数
量

県
立
学
校
間
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
構

成
機
器
賃
貸
借
一
式

２
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の

名
称
及
び
所
在
地

埼
玉
県
教
育
局
県
立
学
校
部
高
校
教
育
指

導
課
県
立
学
校
IT
推
進
担
当
埼
玉
県
さ

い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
３
丁
目
１５
番
１
号

３
落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
１９
年
７
月
２０
日

４
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
ア
ド
バ
ン
ス
テ
ク

ノ
ロ
ジ
株
式
会
社
東
京
都
新
宿
区
西
新
宿

２
丁
目
１
番
１
号

５
落
札
金
額

３５３
，０５９
，６６０
円

６
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

総
合
評
価
一
般
競
争
入
札

７
入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
１９
年
５
月
２２
日

－２－

第����号平成��年�月��日（火曜日）
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埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
十

六
号都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、

公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
十
八
日

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長

根

岸

功

一

許
可
番
号

平
成
十
九
年
七
月
二
十
日

指
令
飯
整
第
一
九
〇
〇
一
五
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
十
九
年
九
月
十
一
日

飯
整
第
一
九
〇
〇
二
四
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

入
間
郡
毛
呂
山
町
大
字
阿
諏
訪
字
ゆ
乃
字

一
一
七
三
番
八

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

飯
能
市
大
字
笠
縫
一
五
七
番
地
一

バ
リ

ュ
ー
ジ
ュ
島
崎
二
〇
三
号

奥
泉

光
生

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
四
十

七
号都

市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、

公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
十
八
日

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長

根

岸

功

一

許
可
番
号

平
成
十
九
年
八
月
二
十
一
日

指
令
飯
整
第
一
九
〇
〇
一
六
〇
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
十
九
年
九
月
十
一
日

飯
整
第
一
九
〇
〇
二
五
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

入
間
郡
毛
呂
山
町
大
字
岩
井
字
鈴
鹿
七
二

七
番
二
、
七
二
七
番
五

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

川
口
市
北
原
台
二
丁
目
八
番
三
一
―
五
〇

三
号
リ
ブ
レ
琥
珀
館

村
田

源
次

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
五
十

号
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百

号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、

公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
十
八
日

埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
長

根

岸

功

一

許
可
番
号

平
成
十
九
年
九
月
四
日

指
令
飯
整
第
一
八
〇
〇
六
〇
一
号

二

検
査
済
証
番
号

平
成
十
九
年
九
月
一
二
日

飯
整
第
一
九
〇
〇
二
七
号

三

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

入
間
郡
毛
呂
山
町
大
字
滝
ノ
入
字
下
九
四

番
一

四

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

入
間
郡
毛
呂
山
町
大
字
毛
呂
本
郷
一
〇
四

一
番
地

鎌
北
建
設
株
式
会
社

代
表
取
締
役

鎌
北

龍
児

埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
十
四
号

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。

平
成
十
九
年
九
月
十
八
日

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

�

篠

包

一

日
時

平
成
十
九
年
九
月
二
十
一
日

午
前
十
時

二

場
所

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
室

三

議
題

イ

公
職
選
挙
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
る
不
在
者
投
票
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
施
設
の
指
定
に

つ
い
て

ロ

そ
の
他

発 行 日

毎

週

火
曜
日
・
金
曜
日

購読料金

一
年
四
万
三
千
四
百
円

（
郵
便
料
金
を
含
む
。）

発 行 者

埼

玉

県

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号

〇
四
八
―
八
二
四
―
二
一
一
一（
代
表
） 埼

玉
県
報
ホ

�ム
ペ

�ジ
ア
ド
レ
ス

http
://w

w
w
.pref.saitam

a.lg.jp/A
01

/B
A
00/kenpouhom

e/fr_top.htm

印 刷 所

関

東

図

書

株

式

会

社

さ
い
た
ま
市
南
区
別
所
三
―
一
―
一
〇

〇
四
八
―
八
六
二
―
二
九
〇
一（
代
表
）

再生紙を使用しています。 －３－

第����号平成��年�月��日（火曜日）
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